
第 5回新型インフルエンザ等対策有識者会議

議 事 次 第

日時:平成24年 12月10日(月)10▲00-12二00

場所 :内閣府仮庁舎2階 講堂

1.開会

2.議事

(1)地方公共団体における連携方策について

く2)感染を防止するための協力要請等について

(3)各分科会における議論の状況報告

(4)中間とりまとめに向けての進め方等について

3.閉会

(第5回会議 配布資料)

資料 1 地方公共団体における連携方策について

資料 2 感染を防止するための協力要請等について

資料 3 社会機能に関する分科会 開催概要

資料4 医療 ･公衆衛生に関する分科会 開催概要

資料 5 報告書のたたき台の構成等

参考資料 ｢中間取 りまとめ｣等について



地方公共団体における連携方策について

特措法においては､対策を迅速に実施するとの観点から､都道府県における対策の総合調整や､感染

防止のための協力要請､物資の確保等の国民生活･国民経済の安定に関する措置などについて､広域

自治体である都道府県に一元化して実施することとしている｡

一方､感染症法においては､都道府県が実施する事務の多くを保健所設置市も担うこととされている｡

監 望

○ 平時においては､以下のような方策を講じることが重要ではないか｡

･都道府県行動計画を作成する際に､他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは､他の

地方公共団体の長の意見を聴く(法第7条第3項)など､特措法に定められる連携方策を確実に実

施すること｡(例えば､感染症法に基づく入院措置に関する事務は､保健所設置市が実施主休と

なっているため､当該事項に関して､事前に保健所設置市と調整する必要｡)

また､都道府県行動計画の案の作成の際､あらかじめ学識経族者の意見を聴く(法第7条第8

項)ための場を設けるに当たって､市町村の代表者に参加いただくなど､特措法上の連携方策以外

にも都道府県と県内の自治体が連携して対策を講じるための方策もある｡

･県内の自治体も含めた他の地方公共団体と共同での訓練の実施に努めること(法第12条第1項)｡

(参考)感染症法に基づき､都道府県に代わり保健所設置市が処理する主な事蘇

○ 感染症法において､入院措置､消毒の指示など､以下の措置 に関する事務について､

感染症法根拠条文 措置

§12 医師の届出

§13 獣医師の届出

§14 感染症の発生の状況及び動向の把握(指定届出機関の指定を除く)

§15 感染症の発生の状況､動向及び原因の調査

§15条の2 検疫所長との連携

§16 情報の公表

§16条の2 協力の要請

§17 健康診断

§18 就業制限

§19 入院

§20 移送

§27 感染症の病原体に汚染された場所の消毒等

§44条の3 感染を防止するための協力

§44条の4 建物に係る措置等の規定の準用



(参考)特措法における都道府県と市町村の主な連携方策

黒字.平時 赤字･発生時

○共同訓練の実施(§12(D)

○行動計画作成に当たり､

･関係事項に関して意見を聴く

(§7③)

･市町村行動計画を作成するた
の資料･情報提供等の必要な協

力の求め(§7⑦)

○絵合調整(§24①)

○指示(§33②)

○報告･資料提出の求め

(§24@)

市町村
(市町村対策本部)

○行動計画作成の報告(§8④)

○行動計画作成に当たり,

･関係事項に関して意見を聴く

(§8③)

･市町村行動計画を作成するための資

料.情報提供等の必要な協力の求め

(§8⑦)

○総合調整に関する意見の申出

(ら24②)

○総合調整を行うよう要請(§36②)

○匡lに稔合調整を行うよう要請するよう

要請(§36③)

Otf報提供の求め(ら36④)

○緊急事態措置実施に関する必要な

要請(§36⑦)

厚生労働大臣の新型インフルエンザ等 の発生の公表

･X WHOがフェーズ4を三吉

①基本的対処方針の作成【18剰 :①特定接種の実施-の協力t28粂】 ;【任意に対策本部設置可】

②特定接種(登録事業者(医療関係者､社会 :②医師等への医療従事の要諦.指示劉 31条】 ≡※泣鰍こ基づく対策本部ではない
権能維持事業者)の従差異等に対する予防 :
接種)の実施t28粂】

③海外発生時の水際対策の的確な実施(29､

新型インフルエンザ等緊急事態宣言(国)

①特定接種の実施-の協力
【28粂】

<国 >

⑤まん延の防止に関する措置
･住民に対する予防接種の実施指示
l46粂】

⑥国民生活及び国民盗済の安定に関
する措置
･ワクチンや抗インフルエンザウイル
ス薬等の緊急物葉の運送要請･指
示
･特定物菜の売渡しの要謂･収用

③まん延の防止に関する棺ta
･学校等の施設や興行幼､催物の制限等の
要言脊･指示【45粂】

④予防接種の実施-の協力l46粂】
(9医療等の提供体制の確保に関する措定

･病院や､医薬品販売業者等である指定(地
方)公共推閑における診療､薬品等の販売
【47粂】
･臨時の医療施設の開設､土地等の使用【48
灸､49粂】

⑥国民生活及び国民経済の安定に関する措置
･ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の
緊急物資の運送要吉斉･指示【54粂I
･特定物姿の売渡しの要諦･収用【55粂】

⑦緊急時の埋葬･火葬【56粂】

国民の大部分が当該惑染症に対する免疫を雄拝したこと等により当該疾病が新型インフ
ルエンザ等感染症と認められなくなった旨が公表された牧舎､手放 止 【21集､凍 】

②予防接種の実施
･住民に対する予防接種
【46粂】

芸諾 荒 芸 喜昔 蛤 ･



【~ー (参考)国及び地方公共団体の行動計画について 【法第6-8条】 ー~
■lll■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lllllllllllllll.llllllllllllll.llll.llll.llll.llll.lllllllll- -

国 と して整 合性 ある対策の実施 を確 保す る よ う.国 .地 方公共 団体 ま､行tb計画 を作成 .公表

薮 工 土∴ 三 二空 し ∴ ∴ 三 笠 l tj-li.霊 ｣ 熟 議 ふ 二 二.⊥ ･1ふ よ :_:.惑 溺 虹 .:しま ⊥ ii-i

■ 舟策の実施に関する基本的な方針 対策の総合的な推進に関する事項

｣√ミ 色が実施する措置に関する事項 輸道府県が実施する措軌 こ関する事項 .{≡市町村が実施する措tEに関する事項

者及び住民への適切な方法(=よる捷供

る柑正
･生活環境の保全その他の住民の生活及び

する縛t (ヽ:･医汝の提供体制の確保のたd)の総合叩転る措t

鰍 =朋する事攻 伴う帥こ関する事項

決に関する事切

･閉1- ･必軍があるiL合.他02地方公共fZl件へ意見 ･必羊がある吐合,他の地方公共EZl体へ意
･国会報告 聴取 見聴取

･♯道府県知事に報告.必事な4合性助書.

○ 匡は して 整 合性 ある対集 を効果的に実 施 す るた め､国及 び地方公共 EZl体 に対策 本部 を投書

○ 国及 び都 道 府 県は新型 イ ンフル エ ンザ等 の発 生 時 に鼓す 【都道府県は､政府対策本部設置以前の任意設置可

(法律に基づ く対策本部ではない).政府対策本部投置後は,海外発生期 (国内未発生)でも47都道府県で設置】

○ 市町村 は緊 急事 態五g 以降に投書 【それ 以前 の時 点での任意放置可 (法律に基づ く対策本部ではない).

主音以降は,緊急事態措置を実施すべき区域に入 っていない市町村も,事前準備 .対策推進のために設置】

政府封隻大 書さ くは 決定 )

指定行政也関､地方公共団体.指定公

共機関が､基本的対処方針に基づき実

施する新型インフルエンザ等対策を総

合的に推進

○ 基本的対処方針の策定､公表

○ 新型インフルエンザ等対策に関す
る抱合調整等

政府対策本命長

(内閣輸理大臣)

政府対策PJ本部長

(国務大臣)

政府対策本部且
(本部iE･副本部長以外の全tZl杵大臣)

恭 道府 県対束本部

都道府■､市町村､指定 (地方)公共

機関が実施する新型インフルエンザ等

対策を総合的に推進

○ 都道府県内の新型インフルエンザ

等対策にBZlする捻合EFl整等

○ 国又は指定公共棟関に対する鞍鼻

派遣壬汁

林道群れ対策本部長

(ホiL府gt知事)

都道府県対策刑本部長

(本部Aから知手が指名)

都il府県対策本部A
(PI知羊.敦丁長.暮視た監又はT字木鉢

長､(特別区3A防長)､知事に任命された串
i■府gttA)

市 町村対 9E本蔀

市町村が実施する新型インフルエン

ザ等対策を栓合的l=推進

○ 市町村内の新型インフルエンザ

等対策に関する総合調整等

市PT村対策本部長

(市町村長)

市町村対策副本部長

(本部員から市町村長が指名)

市町村対策本部A
(k市町村長.放すJL講妨Ji又はll防
王JL.市町村長に任命された市町村も

A)



脚 わ協 力要 諦 等T=-うしき千 ･㌧･'t､uチ
1.第4回会議における感染拡大を防止に関する資料概要

感染成立の三要素は､ ｢宿主｣×｢病原体｣×｢感染経路｣

☆ 感染拡大を防止するためには､感染経路､すなわち人と人との接触をできる限り抑制するこ
とが重要(公衆衛生学の基本的知見)

一一･一■ -

<基本的な考え方>

新型インフルエンザ等の感染経路を踏まえ､感染拡大の原因となり得ると想定される施設について
は､以下の視点に留意しつつ､感染拡大防止対策を実施できるように政令では幅広く定めつつ､行動

≡:=二二二二二二ココ:

(視点1)実証的研究がある施設 (学校)等 C ) 第45条によ｡最優先で対応

rl今回議論が必要 ｢~~~~謀 .~~~~- -

(視点2)運用上柔軟に対応すべき施設
(劇場､百貨店等)

(視点3)使用制限等以外の措置(入場制限等)

I
01.000ml以上の施設が特措法第45条対象l

O :%09:IOf=禦 ぎ慧 妄語 *#02:… 萱

l

(入鴇制限､消毒の徹底等)も含めて対策を柔故にilA

l じていく L
L_____________________________I.___________.____

(視点4)特措法第45鳶以外の措置

(食料品店等日常の社会生活を維持する上で､

2.要請､指示､公表の流れについて

(視点1施設)

学校等

(視点2施設)

興行場等

(視点4施設)
病院･食料品店等

要請･公表(第45条)

(む要請(第24条第9項)要請(第24条第9項)

C ) 駕 芸 芸諾 覧 っく任意の協力要請,

②案1

要請･公表(第45条)

(塾案2.案3

要請.年表(第45条)

ー 指示･公表(第45集)

→ 椅示･公表(第45粂)

＼②案4:法第45条の対象とはしない｡

<興 行 場等 (視 点2施設 )に対す る要 請 ･指 示 ･公 表 の流 れ について >

(9第1段階として､第24条第9項による協力の要請を､すべての規模の施設に対し全般的に(A県8地区
の映画館等)行う｡要請の具休的な内容としては､以下が想定される｡
･入場制限､消毒薬の設置､咳エチケットの徹底等

･場合によっては施設の一時的休業

② 第2段階として､第24条第9項による協力の要請に応じていただけず､公衆衛生上の問題が生じてい

る施設に対してのみ限定的に第45条による要請を個別に行う(A県B地区のα映画館､β百貨店)｡そ
の際対象施設については以下の4案が考えられる｡

案1･規模にかかわらず全て対象とする
案2面積による基準をかける
案3収容人員による基準をかける
案4:第45条の対象とはしない｡(学校等(視点1施設)のみ対象とする｡)



(案 1)規 模 に か か わ らず を全 て 対 象 とす る

○ 興行場 等の施設 (視 点2の施 設 )については ､規 模 に限 らず対象 とす る｡

(案 2)面 積 に よる基 準 をか け る

○ 興行場 等の施 設 (視 点2の施 設 )については,l,000mi(※)超 の施 設 を対象 とするO

○ 対象外 となる施設 については ､法第 24条第9項 による任意 の協 力要 請 により対応 ○

(※) 1,000Trfの考 え方

○｢大規模小売店舗立地法｣､r建築物の耐震改修の促進に関する法律｣においてr多数の者が利用する｣という概念

.の基準として1.000m'を基準としており,既に社会として対応可能な環境が整っている.

○′j､売店の例でいえば､百紫店､総合スーパー等は対象 となるが､コンビ二は対象外 とな り､社会実態上も適

当である (注)

(注)平均の売 り場面横

百貨店 (約22,500n1)､総合スーパー (約9.400rrf)､専門スーパー (約1,120n1)

(案 4)法 第 45条 の 対 象 とは しな い o(学 校 等 (視 点 1施 設 )の み 対 象 とす る ○)

○ 実証 的 研究 のある学校 及びそれ に類する施設 (保 育 所 等)についてのみ対 象 とする○

○ 対象外 となる施設 については ､法第 24条第9項 による任意 の協 力要 請 により対応 o

利 用 度 の 基 準 を設 けな い 理 由

公衆 衛生学 的には､飛 沫の飛 距離 1-2mを空 けることが必要 であ り､対象施 設 の 基 準 としても､対

人距離 を保つことができない施 設 に限 定す ることが 合理 的であるが ､以下の理 由か ら基 準 を設 けるこ

とはしない○

① 利用 度 については､状 況による変 動 が大きい涜 動 的 な概念 であり､規 制 を受 ける施設 側 の 予 測可

能性 の観 点か ら適 当でないo

② 平 時 における利用度 (個 別事 業者 ごとの一 定期 間の 利用者 の 1日当たりの平 均値 )を調査 し､それ

を基 準 とする場 合も以下の 問題が あるo

･利用度の調査 に膨 大な時間 と労 力を一般事 業者 に課 すこととなる○

(都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 (略)
9 も道府県対策本部長は､当鞍都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施する1=め必要があると認める
ときは,公私のEZF体又は個人に対し､その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に配し必要なtB力の要輔をすることができる｡

(感染を防止するための協力事汁等)
第四十五条 (鴨 外出自粛幸浦の規定)
2 特定都道府県知事rま､新型インフルエンザ等緊急事態において､新型インフルエンザ等のまん延を防止し､国民の生命及び健康を保
捜し､並びに国民生活及びED民経済の混乱を回避するため必要があると認d)るときは､新型インフルエンザ等の,g伏期間及び治癒まで
の期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間l=おいて､学校､社会福祉施投(適所又は短期間の入所により利用されるものに
限る｡)､輿行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行埠をいう.)その他の政令で定める多数の
者が利用する施設を管理する看又は当該施投を使用して催物を開催する看(次項においてr施設管理者等｣という｡)に対し.当該施設
の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要旅することができる.

3 施態管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要輔に応じないときは､特定都道府県知事は､新型インフルエンザ等のまん
延を防止L 国民の生命及び健康を保譲し.並びに国民生活及び昏民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り､
当該施設管理者等に対し､当該要練に係る措置を講すべきことを指示することができる｡

4 特定奇道府県知事は･罵二項の規定[=よる要請又は前項の規定による指示をしたときは･遅滞なく･その旨を公表しなければならない｡4



各案対比表

①実証研究 ②対象施設の範恩 ③中小車乗者の負担④利用者の権利制限 ⑤制度の安定性

なし 広い 高い 高い
JT摸にか力､

なし やや狭い やや低い 高いll～_l.Tlll

T_--8容人員(消る基準 ≡(_TJ なし やや広い やや高い 低い

l 案 あり 狭い 低い 高い
第45条の対 l

(》実証研究があるのは､学校等のみ

②第45条の対象範Bflであり､これ以外の施設に対しては､第24条第9項による任意の要請により対応
することとなる.

③中小企業において ま､施設使用制限に対応できる体力がなく､小規模施設も含めて対象とすること
は負担となる.

④多くの施設が施設使用制限の対象となると､利用者の権利制限は高くなる｡

⑤法律としての考え方が異なる他法の基準を用いた場合､将来当該他法が抜本的に改正された場合､

政 令において規 定する施設の リスト

(視点2)運用上乗すユ- 湘6.,WJ聖- .;r源 .ふC'..I .鰭 胤 簿 慧 詔 惑 ▲■

.こ 大学.自tb車教習所､学習臥 事近教皇､囲碁教皇､その他これらに類するもの TyJ面責 †y

1 I.ヽ･J}ヽ .ヽ -1方. √対象

二対象
Ji示現 対象

Itt物館.tb物園､水族館.美術館又は匝書館 甲象

l九一市来等 百貨店.マーケットその他の物品庶売兼を営む店舘 (卸売市場､食料品売場を除く.) 対象
理髪店.東屋､?衣装屋その他これらに類するサ-ビス兼を営む店BG 対象



窯 崇 -i_選 果モアl

榊 強 食哉 慣 拷 7.対象九 1

対象外

車両の停車場又は船舶若しくは航空錘の発廿均を練成する建築物で旅客の乗降又は待合 ･対象外の用に供するもの

J和 議 誕 ･工場 ■叫劫 象外 二r

.Zt 銀行 ~ii.日射蒙臥ご̀
I.L=艶 肇-帝.I 事務所 .i ∴対教各ニ

｢施緬 外樋 面福音砧兵曹を■･3項)

入場制限など施設利用者が互いに接触･接近しないようにするために必要な措置の実施

発熱などの症状がある人の入場禁止

消毒液や手洗いの場所の設置による手指消毒の徹底

咳エチケットの徹底

施設等利用者が発熱などの感染が疑われる症状を示した場合､消毒･清掃等の必要な感染予防

策を講じることができる体制構築

その他必要な措置として告示に定めるもの



新型インフルエンザ等対策有識者会議

社会機能に関する分科会 開催概要

〇 第 1回社会機能に関する分科会

開催日 :平成24年 8月27日 (月)

議 事 :(1)社会機能に関する分科会の流れ

(2)新型インラルエンザ発生時の社会情勢

(3)指定 (地方)公共機関について

(4)特定接種対象者に関する検討の経緯

〇 第 2回社会機能に関する分科会

開催日 :平成24年 9月 18日 (火)

議 事 :(1)特定接種の議論の進め方の留意事項

(2)特定接種と住民接種の関係

(3)特定接種対象者の考え方

(4)社会機能維持に必要な方策 (事業者ガイ ドライン)

〇 第 3回社会機能に関する分科会

開催日 :平成 24年 10月17日 (水)

議 事 :(1)ヒアリング ｢新型インフルエンザワクチンと医療倫理｣

(東京大学医学系研究科 医療倫理学分野 赤林 朗教授)

(2)新型インフルエンザ発生時の社会情勢

(3)指定 (地方)公共機関の指定基準

(4)特定接種対象者の選定基準

〇 第 4回社会機能に関する分科会

開催日 :平成 24年 11月7日 (水)

議 事 .(1)事業者へのヒアリング､質疑

･電気事業 【電気事業連合会】
･運送事業 【東日本旅客鉄道 (株)/日本物流団体連合会】
･電気通信事業 【KDDI (樵)】
･金融 【日本銀行､全国銀行協会】
･流通 【セブン&アイホールディンクス､日本チェーンストア協会】

〇 第 5回社会桟能に関する分科会

開催日 :平成 24年 11月 19日 (月)

議 事 .(1)指定 (地方)公共機関の指定基準

(2)特定接種対象者の選定基準

〇 第 6回社会機能に関する分科会

開催日 :平成 24年12月3日 (月)

議 事 :(1)特定接種対象者の選定について



新型インフルエンザ等対策有識者会議

医療 ･公衆衛 生に関す る分科会 開催概要

〇 第 1回 医療 ･公衆衛生に関する分科会

開催日 :平成24年 9月 10日 (月)

議 事 :(1)今後の検討の進め方について

(2)平成 24年度プレパンデミックワクチン備蓄株の選定につい

て

(3)備蓄株の一部製剤化について

〇 第2回 医療 ･公衆衛生に関する分科会

開催日 .平成24年 10月9日 (火)

議 事 (1)新型インフルエンザ等発生時の医療提供体制について

(2)医療関係者に対する要請 ･指示､補償について

(3)水際対策について

〇 第 3回 医療 ･公衆衛生に関する分科会

開催日 平成24年 10月29日 (月)

議 事 : (1)抗インフルエンザウイルス薬について

(2)特定接種について (登録方法､接種体制等)

(3)パンデミックワクチンの接種順位の考え方等について

(4)インフルエンザワクチンについて (臨床研究､事前接種等)

〇 第4回 医療 ･公衆衛生に関する分科会

開催日 平成24年 11月 12日 (月)

議 事 :(1)予防接種体制等について (供給体制､接種体制､その他)

(2)インフルエンザサーベイランスについて

(3)社会的弱者への対応について

(4)水際対策について (停留を行うための施設の使用)

(5)新型インフルエンザ発生時の被害想定について

(6)その他 (新型インフルエンザ等発生時の埋葬及び火葬について)



E≡撃 琶 ≡]

新型インフルエンザ等対策有拙者会誰

報告書のたたき台の桝成

1 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方

l 新型インフルエンザ等対策の日的 一極憂]
2 新型インフルエンザ等対策実施上の留意点について -極憂司
3 基本的人権の斗王について 一画
4 串本的対処方針等諮問委A会の活用について 一極憂司

5 新型インフルエンザ等対策を行う関係機的相互の連携体制 一画
6 新型インフルエンザ発生時の故事想定について

-医療 ･公衆衛生に関する分科会検討事項

2 新型インフルエ ンザ等発生時の社会什勢について

一社全線能に関する分科会検討事項

3.指定 (地方)公共機関について 一社全機能に関する分科会検討事項

4 国民への情報提供について 一画
4 1 平時における国民への付根捷供

4 2 発生時におけるED民への付和捷供

4 3 その他

5.医療体制の確保について -医療 ･公衆衛生に関する分科会検討事項

5 1 発生時における医療体制の維持 ･確保について

5 2 臨時の医撫施牧について

5 3 医療関係者に対する手指 ･指示.補GKr=ついて

5 4 抗インフルエンザウイルス並等について

6 新型インフルエンザ等緊急事態について -囲

6 1 新型インフルエンザ等緊急事態主音の政令要件について

6 2 新型インフルエンザ等緊急事態解除主音の要件について

6.3 新型インフルエンザ等緊急事地措置を実施すべき期間 .区域 ･概要に

ついて

7 感染防止の協力要諦について 一画
7 1 不要不急の外出自粛等の要吉書について

7 2 施投の使用制風qEの畢捕等について

8 予防接種 ･特定接種について

8 1 特定は種

(l)特定接fIの対象者について -社会機能に関する分科会検討事項

(2)特定接種の登録方法等について - 医療に朋する分科会検討事項

8 2 住民に対する予防接種について

-医療 .公衆衛生に関する分科会検討事項

8 3 ワクチンについて -医療に関する分科会検肘事項

9.その他

9 1 インフルエンザサーベイランスについて

9,

9

9

9

9

g

-医療に関する分科会検討事項

水瞭対策について -医療に関する分科会検討事項

在留邦人への対応 -磨
発生Eilからの航空機 ･船舶等の運航制限婁柵等 -磨
国内発生初Mrこおける現地対応 -磨
社会的弱者への支経について -医操に関する分科会検討書項

新型インフルエンザ等発生時の埋葬及び火#について

-医療に的する分科会検討事項



匿料5-1l たたき台

1 新型 インフルエ ンザ等対策の基本的な考 え方

1 1 新型インフルエンザ等対隻の日的

(g 10才∬者甜 jrP3きき/_一倍庇)

○ 病原性が高 く感染拡大のおそれのある新型インフルエンザや薪感染症が万

-発生すれば_EiI民の生命や健康.経済全体にも大きな影書を与えかねない｡

このためー新型インフルエンザ等対策をEq幸の危蛾甘理に関わるI手な抹JZ

と位正付け､次の2点を主たる目的として対策をntじていく必辛がある.

Ⅰ 感染拡大を可能な限り抑制し､EZ)民の生命及び錘康を保Ltする.

･ 感染拡大を押えて.流行のビ-クをなるべく後ろにずらし､医療捷伏体

制の整備やワクチン製造のための時間を確保する｡

･ 流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を

軽戎するとともに.医硬提供体制の強化を周ることで-必要な念書が適切

な医療を受けられるようにする.

･ 適切な医療の捷供I=より､Jl症舌鼓や死亡者故をaEらす｡

IZ 国民生,舌及びEZ)丘経済に及ぼす形書がJL小となるようにする.

･ 地蛾での感染82;大防止先により.欠勤者の数を*らす｡

･ 事業継続計画の実施等により.医療の捷供の兵務又はEE民生活及び国民

経済の安定に寄与する兼務の維持に努める｡

<対米の効果 牧念Egl>

1 2 新型インフルエンザ書対策実施上の留意点について

(53mkm着金m jrJy1R招 ■のfjegを&/_-携成)

(過去の経鞍等のJl壬)

○ 新型インフルエンザ等対策の実施にあたっては.2009年の時の経験を跨ま

える必羊があり.その軽食を踏まえて取りまとめられた新型インフルエンザ

(AAllNl)対策絵拝金fLの r報告書｣やJt生労血書の新型インフルエンザ書

円安全紙の r新型インフルエンザ対策ガイドラインの見tlLに係る意見書J

を活かしていく必事がある.

(危tA書理としての特措法の性格)

○ 特措法は.万-の4台の危携管理のための制度であって､制度は大きく作

ってあるが.新型インフルエンザや斬感染症が発生したとしても､病原性の

程度の判断の招集や.抗インフルエンザウイルス典等の対米が有効であるな

どにより､新型インフルエンザ等緊急事態の措tをElじなくともすむことも

あり.どんな4合でもこれらの柑tをPtじるというものではないことに留意

が必事である｡

(特措法の対*とその特性を踏まえた対応)

○ 怒染症法第 6条第 7】天に規定する新型インフルエンザ事恵粂症は.他の感染

症と異なり-四民の大部分が免疫を嫌紳していないこと事から､全圧)的かつ

急速にまん延し,かつ､EF民の生命及びGILlにJL大な形tを与えるおそれが

あり.また.Ei)民生活及び四民蛙済の安定を書しく阻書する可能性が高いこ

とから.このような事1削こ叶えて､特措法を放けたところであるが.未知の

感染症である斬感染症 (感染症法第6粂第97Xl=規定する斬感染症)の中で､

その感染力の茸さから新型インフルエンザと同様に.社会的形Vが大きなも

のが発生したgL合は_新型インフルエンザと同様.国妻の危af理として対

応する必事があることから特措法の対象としたところである｡

○ これらの特措法の対女となる.特措法第 2集第 1号に浅定する新堂インフ

ルエンザ事は,発生するまで具体的な特故事が分からず､発生したgL合であ

っても､その正確な知Xを特るまでには相応の時Tqが必羊となることが考え

られる｡

このため.政府行動計回は､今までの知Jtに基づき飛沫感染 .接触感染へ

の対策を基本としつつも.空気感染も含Allこtlきつつ､さまざまな状況に対

応できる対兼の選択肢を示すものとするべきである｡



○ 発生当初の病原性 ･感染力等に関する什手相(限られているgL合には.これ

らが高い4合を想定した強力な対策を実施し､十に新しいf*租を収JLL､対

策の必要性を評価し､f*報が得られ次第.適切な対策へと切り替えることが

求められる｡

また､轟染がまん証してくると社会は繋課し､いろいろな事態が生じる.

あらかじめ決めておいたとおりには行かないことが考えられ､tt会の状況を

把鍾し､状況に応じて払捷応変r=対処していくことが求められる｡事態によ

っては､地ttの臭什に応じて.春立府県事が政府対策本部と也NEの上､柔軟

に対兼をEIじることができるようなことなども必事であり､現4が動きやす

くなる工夫が必事である｡

○ なお､治il兼やウクチンが無い可能性が高いSARS (注l)のような斬感

染症が発生したqL合_公衆術生対策が唯-の感染防止対策であり_公衆ai生

対策がよりI要である｡

1 3 基本的人権の耳Jlについて

(52g斉紺 jrHSDが芦■の二jeltt/こWG)

○ 新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては､特措法第 5集や衆托院内

朋手鼻会における附7F決稚 (注2) を錘まえ､基本的人権を斗JすることがJi

牢であり､特措法第 29条に基づく検疫のための仲留施設の使用､同法第 31

条に基づく医療関係者への医療等の実施の要柵書､同法第45条に基づく不要

不急の外出の自粛等の要臥 学校.興行甥等の使用等制限等の事件等.同法

第 49集に基づく臨時のEEdE施設の帥投のための土地等の使用_同法辛 54条

に基づく緊急物*の5Z送等､同法第55条に基づく特定物箕の売渡しの辛輔等

の実施に当たって､EZ)民の自由と権利に制限を加えるgL合は.その制限は当

th新型インフルエンザ等対黛を実施するため必要JL小限のものとしなければ

平地 11年4Jl.1E7 S∧JIS(A&Aは槻 ■zt浜#)t肋 止世上のJfJLJ&d;として位■づFl.Fq牛7JHE).

tt柵 IL打たがiJんだことに上り.nI*件ヤ■奴&臥 .BJFとなるNFLが*tされてeたたD､柑zEJLhJEとして位

(づrl.Illstl))IIDEl,S▲JISの-jlの柵 t*NLとした■h一升書のJLElLに■十ろヰgtt杜Rtf書が込の-
BtCt正する泣暮JEがJt止し.P汝において.JL払力.fItした暮eのtJ性tにJrづ(牡書的lzLAからみたJL■
枝が■めて1いIFどの書dlから.一事■&止として蛙■づFl.なお.Iとは二■■染▲として丘(づけ.

JiIインフルエンザ書棚 *BJHrl払JEにjナナも肘書洗■ (平■21年】JI28El峨 hFC事JL*)
(三)事故の■書にJづくtiNの■■に4るNFtの暮月に当たっては,モの■FLtbrJL小AのtLのと十もよう.十

分にIfすること.
f5Eイン7JL･エ/す■州 けJqNl法暮にけナもHfat■ (平J*21■1Azltlr■庄内Ek)書JLB)

(+七)JfEインフJL･エンザ■ガJrI=♯る7:JtP立て又はtlEモの■PEEのNL判OJBの肘 にBl十も■d:については.

*蛙暮fi&三事tEHAとして8-肘tJえ.必書があるとtLめると書rZ.その*JtにJEづいてJ*■のNrltJtでも

こと.

ならない｡

○ 斬型インフルエンザ等対策の実施に当たって_人8Lというものが後回しに

ならないようにすべきである｡4)民に対して十分税明し､納得してもらうこ

とが暮本となる｡匡I民から不才が出る前から先手を打って税明していくこと

がJL事であり.矧 こEEl民の自由と権利に制限を加える叫合は､イギリス保Bt

省が定めた rJtンデミック ･インフルエンザへの対応 改質と計画立案のた

めのiA理的枠租み｣にあるような､国民への推続的な什搬捷供､国民に意見

を表明する社会を与えることなどにRJtする必事があるのではないか｡

1.4 益本的対処方針書穂問責A会の活用について

(kl虐7才糊 jrP1-1. 1-2m榊 の.二jgit.碁/=#.A)

○ 新型インフルエンザ等対策有ZJR着金托は.4月27日に新型インフルエンザ

等対策特別措置法が成立したことを受け､その施行に向けて､政府行動計画

の作成に当たっての基本的考え方をはじめ､新型インフルエンザ等緊急事態

1号や.感染拡大防止のための経書等の特措法上の工事な政令要件の基本的

考え方について総合的(=tI姐するため.医事公衆術生関係の専門女をはじめ,

法律.経済､危横管理の書rJIまや地方EZj体等の仲広い学放任t奏者が一堂に会

するqLを放けたものである｡

○ また.新型インフルエンザ等発生時には､新型インフルエンザ等発生時に

は.どのような病原性を持つウイルスが発生したのかが特に王事となるため､

新型インフJL'エンザ専有他者会NIの季長から､医学公衆術生分野の専門家に

よLJ-基本的対処方針等俺聞手A会を披け.政府対策本部が作成する玉木的

対処方針が医学公衆衛生学的牧点等から合理的なものとなるよう検討するも

のである｡

○ このため.新型インフルエンザ書が発生したqL合.政府行動fl.画に基づき､

基本的対処方針を定めるに当たっては.基本的対処方針等格間要点会におい

て､発生した新型インフルエンザ等の病原性などの特性l=服する7B度な寺門

的な判断をもとに対応捲廿を検討し.基本的対匁方針等他聞重点会における

書円的な判断をもと(=､ZIじるべき対策等について政府対策本部においてJL

終判断をすることが求められる.

なお､無象を要する蛾合であって.基本的対処方針書桔同委JL会の垂Aを一

堂に会することができない鶏舎であっても､できる限L)委Aの意見を漉くため



の工夫を検討する必要がある｡

○ 経がどう判断するのかJE任体制の明確化を周ることがJL手である｡その意

味で新型インフルエンザ等対繋有経書会報が投tされ.基本的対処方針等措

間季長会が設tされている｡その一方で､基本的対処方暮十事借間妻A会が他

の学強者の個人やJBまリと適宜連携を図り.什頼交換を行うことも考えられ

る.

0 また､迅速性の牧点から基本的対処方針等桔伺妻A会で基本的対処方針等

の検討を行うが､節Elの時期に新型インフルエンザ等対米有iG者会経を開催

し､コミュニケーションをとることは考えられる｡

1 5 新型インフルエンザ等対策を行う関係機関相互の連携体制 <P>

･EiE
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4 国民への什報提供について

4.1 平時における国民への付根捷供

(52@克好者孟 新 二お/ti5朗 のf方tを基/_一倍G)

○ 発生時の危横に対応する什報提供だけでなくー予防的対策として.平時に

おいて､新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に防する什報など､

発生した坤合の新型インフルエンザ等対策に関し周知を図り.納柵してもら

うことが､いざ発生した時に国民に正しく行動してもらう上で必要である.

o 学校は*田感染が発生したり.地域への感染拡大の起点となL)やすい特性

があることから､普段から保健衛生部局や赦青空且会と連携して.児童生徒

等に対し感染症や公衆術生について什報捷供しーT字に指gIしていく ことが

必要である｡

4 2 発生時におけるEl民への什報提供

(g3m耕 甜 jrPeRとJ軍■ の▲二芳iきき/=6m)

○ 弛もが感染源になり縛るものであり.それがJEめられるようなことではな

いという控旭を国民が持つように什報提供すべきである｡

○ 風評被害の間ZEを含め-換ったfI租が出た場合は_迅速I=打ち消すtI報を

出すことも工要である.

o 個人什報の公表の範囲について_プライバシ-の保はと公益性のバランス

を考慮する必要がある｡プライバシ-を保旅することは王事であること当然

であるが､国民の生命.ひいては国民生活 ･国民経済に多大なkiVを及ぼす

おそれがある状況下においては､新型インフルエンザ等の発生状況等に関す

る什軸伝達は_高い公益性を有していると考えられるため.そうした公益性

にも留意した1十報捷供の在り方を検討することが求められる｡

4 3 その他

(g3@棚 着金ujt#3妄基/=律威)

〇 匹ほ への什輯捷供については,Jt生労働省の新型インフルエンザ専門書金

紙の T新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書｣で取り

まとめられている意見が概ね妥当である｡

(D 広報担当官を中心としたチームの投石等

○ 政府対策本部及びFt生労伽省における広報担当官に望まれる役割等を明

示する必要がある｡

･ 広報担当官は､発生状況や対策に関する什軸を_分かりやすく捷供す

るスポークスパーソンとしての役割を有する｡

･ 広報担当官は.感染症全般に関する一定の知誰を有し-政事附こおける

意思決定にある粗度関与できる立場であることが求められる｡行政官と

書門奈が共同して担当することも考えられる.

･ 政府対策本朝及びJt生労働省における広報担当チームの奴fEに当たっ

ては､基本的対処方針等諮問委員会の重点をメンバーに含め､一体的に

活動することも考えられる｡

0 広報担当官を中心とした広報担当チームの具体的な兼務や運営方法を明

示する必要がある.

･ t*報の♯約 .整理 ･発信 ･窓口兼務を実施することが求められる｡

･ 一元的な什報発信のため.各対魚への悪口を一本化する必要がある｡

○ 什相撲供に際し.政府対策本部や関係省庁の胴丑が必要である.

･ 対策の実施主体となる省庁が適切にf*軸を提供できるよう､政府対策本

部が明整する必要がある.

② ft報埠供手段の確保

○ 国民がfI報を終る機会の増加や､受け取り手に応じた什報提供のため､イ

ンタ-ネットを含めた多様な什報提供手段を活用する必要がある｡

○ 地方自治体がコールセンターを改正する際に_他の公衆衛生集積に支障

を来さない運用方法を例示することが求められる｡

(例)･一般的な問い合わせには事務稚Aを活用

･Q&Aを作成した上で外部の民仰兼者に委託

(卦 リアルタイムかつ直接的な方法での文方向の付紐共有の検討

○ 匡は 地方自治体との什報共有の具体的な方法を例示することが釆められ

る｡



(例卜 担当者連絡先の事前共有と､発生時の問い合わせ窓口の校正

･メール串による対策の理由､プロセス等の共有

○ 医攻関係者との直接的な什報共有方法を例示ことが求められる｡

(例)･メールマガジン等を通 じた什報共有と.問い合わせ弓削こ対するフィ

ードバック
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6.新型イ ンフルエンザ等緊急事態について

(82L野方榊 jFP 1.53榊 jrH2.84L野ku着金∬ jr

fl1RLF'gJの.二君J5-5基/=挨庇J

(tq庚の横手)

○ 特措法第32条において_政府対策本部長rま.新型インフルエンザ等 (四民

の生命及び健Jtに著しくI大な被書を与えるおそれがあるものとして政令で

定める事件に該当するものに限る｡)がEZl内で発生し.その全Eg的かつ急速な

まん延I=よりEZ)民生活及びED民軽済に暮大なtfを及ぼし.又はそのおそれ

があるものとして政令で定める事件に族当する事態が*生したと認めるとき

は､新型インフルエンザ等緊急事態主音を行い.匹会に報告することとされ

ている｡

なお.新型インフルエンザ等が発生しても､病JT性が低い4合においては

新型インフルエンザ等緊急事態生首は行われない｡その4合は_政府対策本

8[ま推挽的f=投ZEされるが､特措法に基づく究急事態措tLは訳じられす､感

染症浅利 こ基づく措置がi*じられることとなる｡

○ 政府対繁本部長が行う新型インフルエンザ等緊急事態土吉は.新型インフ

ルエンザ等緊急事態稽3t(注I)を研 じなければ､医療捷供の限界を超えてし

まい.Eil民の生命 .健康を保はできず､社会混乱を招いてしまうおそれが生

じるような事態であることを.EEF民に分かりやすく周知するためのツールで

あり.個別の緊急事態稽ttを行うための第-の トリガーという機他を持つ｡

6 1 新型インフルエンザ等緊急事態上音の政令事件について

○ 新型インフルエンザ等が世界の何れかのqL所で発生した叫合､海外等の症

例や 抑IOの判断も踏まえ､ます感染症法に益づき､新型インフルエンザ等の

l ■Nlb.JF:IIJtLこIlr▼も■申イン1'Aユン▼ll7■■1-44･い).ABIA+■P.■rT● At■nIIlqlIの■JAInI示.任正に升す古サPitF暮の暮暮.叫 ■P の■A tLqの■… R■).PJL*妄Q}J辻のJF■

*帝.*◆でfわら●走*iのZtLの■■ ･… 事.JtJZインフルエンす■Jltft暮書かされた■から事をイン

フ ･̂エソ▼■■ArtAfJ+rfがきれるtでのPlにおいて EfEEの土●AtftJrt良書し.ItlにED民生昏及びaR

JIiFにArlナFTが+小となるようにするため.I.1方公AfZlは tlに汁暮公AqKAtF材軸 方公共■BJがこの

発生の公表がnl生労舶大臣から行われる.その後.国内で新型インフルエン

ザ等が発生した牧舎に､緊急事油土書を行うのかどうかの判軒が求められる

こととなるが､その時点ではある棲度の症例等の知見の暮初が得られている

ことが考えられる｡そのため､緊急事態主音の事件である特措法第32粂第1

項の ｢国民の生命及び健Jtに事しく暮大な隷書を与えるおそれがあるものと

して政令で定める要件Jの考え方としては_I症症例 (肺炎､多良器不全_

G丘など)が通常のインフルエンザと比較し､相当多くみられる場合とし【政

令事項】､その運用に当たって海外及びEZ]内の鴎床例等の知見を*欲し､それ

らに基づき.基本的対処方針等格間委A会で判斬することが適当である｡

○ 特措法第32粂第 1項の新型インフルエンザ等の r全国的かつ急速なまん延

により国民生活及び国民軽漢に名大な形書を及ぼし､又はそのおそれがある

ものとして政令で定める事件｣の考え方としては_報告された患者等が椎か

ら感染したか不明な4合又は租合された点者等が経から感染したかは判明し

ているが_感染の更なる拡大の可能性が否定できないと判断された4台とし

【政令事項】､そのiZ用に当たって感染症法第 15条に基づく患者等に班する

鎌種的疲学研壬の頼具に益づき.暮本的対処方針等括間委A会で判断するこ

とが適当である｡

○ 新型インフルエンザ等対安緊急事態上音を行うまでの手性は､以下の遣り

とすることが考えられる.

･ Ft生労他省(EE立感染症研究所を含む)は.発生初期において限られた付和

しかない中であっても､収暮した什報を分析し､寺門崇等の意見も聴きつつ.

政府対策本部長に関係什報を報告｡

･ 政府対策本部長から､基本的対処方針等措間車A会に対し､｢新型インフ

ルエンザ等緊急事態｣の要件に他当するかどうかについて.公示案として暗
聞｡

･ 基本的対処方針等措聞畢A会による r新型インフルエンザ等緊急事態｣の

要件に該当するとの公衆衛生学的判断を受け､政府対策本部長が新型インフ

ルエンザ等緊急事態主音を行うことを決定,

･ 政府対策本部長は新型インフルエンザ事緊急事態主音を行うとともに､基

本的対処方針を変更し.新型インフルエンザ事緊急事態措正の実矧 こ関する

J要な事功を定める｡

･ あわせて_政府対策本部長は､新型インフルエンザ等繋急事態主音を行っ

た旨をEF会に報告｡



6 2 新型インフルエンザ等緊急事態解除上音の要件について

○ 特措法第 32粂第5項において､r政府対策本部長は､新型インフルエンザ

等緊急事態主音をした杜,新型インフルエンザ等緊急事態柑廿を実施する必

要がなくなったと旺めるときは.速やかに､新型インフルエンザ等緊急事態

解除土7｣を行うこととされている｡危tk管理としての特措法においては.

事旭を軽く見て_後で事態のレベルを上げるよりも､JL碁の事態を想定して

対応し.事態が予想よりも軽かった1-台には_迅速r=対応を#正する態度が

適切であり､解除を的確に行うことはt羊である｡

o r新型インフルエンザ等緊急事態措trを実施する必壬がなくなったと班め

るときJは､A体的L=は.

(9 確点者の致.ワクチン捷徒者の政事から_Eg民の多くが新型インフルエ

ンザ等に対する免疫を杜祐したと書えられる蛾合

② 確患者政がJt少し.医療捷供の限界内におさまり_社会軽謙活動が通*

ベースで営まれるようになった4台

③ 症例が柵みJLなってきた段宵で､当初想定したよりも_新枕4点者赦.

重症化 ･死亡する患者数が少なく.匡ik提供の限界内に抑えられる見込み

がたった4台 _

などについて､EZl内外の流行状況､国民生活_EZl良蛭漢の状況等を総合的に

h案し_玉木的対処方針等格間書見会の未見を吐いて､政府対策本部長が速や

かに決定する必事がある｡

6 3 新型インフルエンザ等緊急事世相dlを実施すべき期仰 ･区域 ,織羊に

ついて

○ 新型インフルエンザ書緊急事態1号とは､新型インフルエンザ事緊急事姐

が発生した旨及び次に鴇げる事項を公示することである｡

･ 新型インフルエンザ事緊急事態維tlを実施すべき期rNl

･ 新型インフルエンザ事緊急事態持tを美施すべき区蛾 (住民への予防権経

の指tを砕く)

･ 新型インフルエンザ等緊急事塵の鞭事

(p 新型インフルエンザ事実急事態措tを実施すべき瀬糊について

○ 特措法第32粂第2項から第4項までにおいて.新型インフルエンザ書緊急

事態の期rNlは2年を超えない朔rqであり.ただし.新型インフルエンザ等の

まん護の状況並びにEi)民生活及び4)民経済の状況を助手して､ 1回に限り.

1年の延Aが可能とされている.

0 乗l削こ改定する期間は-発生時に.新型インフルエンザ等の病原性の程度

や流行状況等を捻合的に勘案し.政府対策本部Jiが基本的対処方針書祷間垂

見合の意見を聴いて決定する必羊がある｡なお,新型インフルエンザ等感染

症が発生した場合には.どれくらいの期冊で大多政のEF民が免疫を凍衿し､

季肝性インフルエンザに移行するかは-土昔時にはわからなく.新感染症に

ついても玉音時には知見は限られているため､Jt初は2年とし.新型インフ

ルエンザ等緊急事地相tEの必事がなくなり次第速やかに解放することが考え

られる｡

○ 細il府県知事は.改定された期仰内において,基本的対地方針で示された

新型インフルエンザ等崇急+世相tについて～それぞれの色別の根拠条文に

従い､地域の実f+に応じて期朋を定め､対策をIIじることが求められる｡

② 新型インフルエンザ等緊急事故柑tを実施する区叫について

○ 公示がなされる新型インフルエンザ書緊急事地相tを実施すべき区tAにお

いて､新型インフルエンザ事緊急事地相tの実施が可能となることとされて

いる｡

○ 美帆 =牧定する区域は.対策が手3ZEれとならないようにするとの危繊管理

の牧点から､新型インフルエンザ等の病原性の棲度や流行状況等を抱合的に

勘案し､政府対策本部が基本的対処方針等価聞手A会の意見を暴いて決定す

る必IFがある.

0 また.美好に発生した新型インフルエンザ等がどれくらいのスピー ドで感

染拡大していくかは､土7時にはわからなく_斬感染症についても主音時に

は知見は限られているため､区t(については以下の暮本的書え方で設定する

ことが書えられる｡

イ)PlAIJ,広域的な行政斗位である8式府県の区J*をJL小JI位とし.区l*を

改定する.

ロ)JT則､イの単位をもとに､発生区tAの存する8正府外及びその隣接県を

指定する｡ただし,人の流れなどの地域特性や感染の拡大状況を踏まえて



柔軟な区域投定もあり得る｡

ハ)全四的な人の交流基点となっている区域で発生している壌合には.その

ときの人の社会的流動性や流行状況等も勘案しつつ､早い段階で日本全域

を指定する場合も考えられる｡

○ 都道府県知事は､政府対策本部長が改定した区域内において､基本的対処

方針で示された新型インフルエンザ等緊急事態措置について.外出自粛事汁

などそれぞれの個別の根拠条文に従い.地域の実什に応じて措tEをとる区域

を定め､対策を計じることが求められる｡

(診 新型インフルエンザ等緊急事劫の概要について

○ 新型インフルエンザ等対策を推進するたd)には､国東の危機管理に関わる

主要な抹髄という共通の理解の下に､四だけでなく.地方公共EZ)体､医療機

関､事業者.個人の各々が役割を旺WL.十分な什報を基に判断し適切な行

動をとることが壬要である｡

○ このため､新型インフルエンザ等緊急事態における公示において､以下の

付細を盛り込む必要がある｡

イ)新型インフルエンザ等の発生状況 (患者数､各患者が確托された地域.各

患者の行動経路)

口)病原体の病原性

/＼1症状

ニ)感染 ･まん延防止に必要な什報
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7 感染防止の協 力要柵 について

(52Lg首相 jrn2,g eLgjrm青甜 kP3.k4Lg稚 さ甜 jr
H2aLl套月 のfjegをS/_-WG)

○ 公衆衛生挙上.感染成立の三要兼として.r宿主｣(人の感受性)､r病原体J

(ウイルスや細菌の特性)､r感染撞路｣(ウイルスや紳書が体内に入る方法 (飛

沫ー接触､経口感染など))が挙げられるが_感染拡大を防止するたd)には.

このうちの r感染軽路J,すなわち.人と人との経たをできる限り抑制するこ

とが主要である｡

○ 特措法第45条において､特定斬3府県知事は,新型インフルエンザ等緊急

事態において.新型インフルエンザ等のまん証を防止し.EEI民の生命及び健

康を保は し､並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要がある

と旺めるときは.不幸不急の外出自書等の羊捕.施投の使用制限等の要請等

の怒染拡大防止策をdtじることができることとされている｡

○ これらの感染拡大防止策を実施する段階については.Lt生労働省の新型イ

ンフルエンザ書門奈会経の r新型インフルエンザ対東ガイ ドラインの見TlL,

r=係る意見暮｣で取りまとめられている意見が概ね妥当であり_次のようr=

考えることが適当である｡

ア 国内発生早期､国内盤染期のうち流行が拡大するまでの仰の対策

(日的)

国内発生早期からEZ]内感染期のうち流行が拡大するまでのWにおいで

は､患者数が少ない段階で感染の拡大を抑制することができれば､その後

の感染拡大のタイミングを比較的遅らせ_流行のど-クを遅延させられる

可能性があることから､稚合によっては,-定期rLrL地域全体で学校 ･保

育施設等の随時休業､JE会の自書等を行って､怒染拡大を抑制する等の対

策を行う.

イ 国内惑染期のうち_荒行拡大が進む時期における対策

(目的)

Eg内怒染期のうち流行が拡大した段籍 (例えば定点当たり患者款が 1

を超えた段階)においては.感染拡大を止めることは田粥であり､対策

の主眼を早期の横領的な古染拡大防止策から凄書軽米に切り替える.学

校 ･保育施投等のdL時休井や暮会の自丁事は.地域で一斉に行ったとし

ても感染拡大を抑制する効果は地hl先生早期に比べて小さく､個別に判

断を行うこととなる｡

り 国内鮭染期のうち_流行のピークにおける対安

く目的)

国内感染期において､さらに流行が拡大し.流行がピークとなった斗

合､感染拡大防止黛の効果は期待できないことから.玉木的には対策を

捷和することとなる｡ただし.Ji舌故の叫加に伴い地城における匡dE体

制の負荷が過大となLJ.連切な匡dEを受けられないことによる死亡者散

の相加が見込まれる等の特別な状況においては､ピークを抑制するため

の対策を許じることが望まれる.なお.地域での一斉の学校 .保有地投

等の臨時休菓等については､対策解除後にかえって息舌鼓が増加する事

のリスクもあることから､什報収井を行い適切に判断することが必要と

なる｡

7 1 不要不急の外出自書等の事PFr=ついて

○ 特措法第45条第1項において.特定林il府県知事は.新型インフルエンザ

等緊急事態において-住民に対し.期Wと区域を定めて､生活の維持に必要

な場合を除きみだりに外出しないことその他の感染防止に必要な協力を要輔

することができることとされている｡

○ 大規模なまん延によって引き起こされる国民生活及び国民経済並びに医療

提供体制にわたる社会的混乱を防止するため､人と人の様他をできる限L)抑

制することが必要であること､一方で.外出しなければ.必要な生活 ･社会

機能が動かないことを考慮し,外出自書等の事1Iの対点とならない外出とし

ては､具体的には､食料のXい出し_医dEt*Bdへの通院_仕事租への出勤な

ど生活の維持のために必要なもの以外の.いわゆる不辛不急の外出を自書す

ることが求められる｡

(D 期rNlの考え方r=ついて

〇 第 45粂第 1現に基づく不事不急の外出自Jr事の事dFのXqrqについては､新

型インフルエンザ等の r,y伏期rNI及び治書までの期Tqを考■｣して.蕃染坊



大防止のために効果があると考えられる期FVlを.基本的対処方針で示すこと

となる.

0 現時点で､将来発生する新型インフルエンザ等の r潜伏期rVlや治者までの

期rtrlJを予淵することは用軽である｡このため.政府対策本部が基本的対処

方針で示す瀬rmよ､発生時に､その時点の知見も妊まえ､玉木的対処方針等

措冊委A会の意見を籍まえて決定することとなるが､新型インフルエンザ等

感染症については_筆苛性インフルエンザの潜伏期rnが1-5日.発症から

治者までの期間がおおむね78壇度であることを踏まえ､おおむね 1-2遵

rLq程度 (注.)の期朋となることを急定とすることが考えられる.なお､患者

政の増加に伴い.地域における匡dE体Nの負荷が過大となり.適切な医dEを

受けられないことによる死亡者故の増加が見込まれる事の特別な状況におい

ては例外的に､医療横隈の状況等も書考に枕ね-遺rn程度を斗位として延長

の可否を判断することも想定される｡

○ 基本的対処方針で示された期間を踏まえ_特定卓iI府gt知事は､地域の実

tlをキまえ､瀬ryIを決定の上.不要不急の外出白書事の事OFを行うことが求

められる｡

② 区域の考え方について

〇 第45粂第 1項r=基づく不要不急の外出自書等の宰lIを実施する区域につい

ては.特定缶iI府県知事が､新型インフルエンザ事の r発生の状況をキ LtJ

して_感染拡大防止のため(=効果があると考えられる区域を定めることとさ

れている.

0 区域については､発生時に､その時点の知見も拝まえ､特定軒並府県知事

が決定することとなるが､基本的対処方針において､特定蔀il府県知事が定

める地Jdの考え方は､人の移動の実態 (銭nl網,通Jh･通学丑.商兼施設等

のJk零ルー ト等)等の地域の実frを鉢まえて感染拡大防止に効果があると考

lJr召インフルエンす井tガイトラインのIilLに書る暮JL暮J(半Jt21年 1A3HlJt生ガ■fJfZIイ/フルエン

ず■Mf会■)では.JeJt全H=-Cの学校fのLヰttjL書は rインフルエンザの一役的fJ書tU 中平42J年の■h軒大
Pi上■に斗古事qlftqFtえ.I)Alは の暮Jit+付する 【fl事的杜■-1兼だ暮iEされていないJt.-伽 なQf
<Nれt上月も月rq体暮することに上り.休校中IJ lk■と棚 紺 tJL分け.JL肘 hlL蚊することによるZ/Lる
Jhのせ★t:qAる9-Jtが糾 される日 としている.

*た PJEJL+でrf.*丑インフルエンザ血書の戸宅叫 NMのFl崇t Tttした日のtPから7EltI■暮するま
で 又はJfZaしたFlの五一月*でのいずれか支い方J.▲書のPJrfのEl毛■tJI巾のFl資trJl書がRJtしたJlの里

えられる区域 (市町村単位.も道府県内のブE)ツク斗位)とすると示すこと

が考えられる｡

○ 基本的対処方針で示された区域の考え方を踏まえ､特定都道府県知事は､

地域の実汁を跨まえ､区城を決定の上.不羊不急の外出自粛等の要諦を行う

ことが求められる｡

7 2 施投の使用制限等の軍旗等について

○ 特措法第 45粂第1gtにおいて.特定8道府県知事は､緊急事態において､

期間を定めて､学校.社会相祉施投.興行I等多牡の着が利用する施奴の管

理者又はそれらの施世を使用して催物を朋AEする者に対し_施設の使用の制

限書の稚tをZAずるよう要鎌することができることとされている｡

○ また.同条第2gtにおいて､正当な理由がないのに要誹に応じないときは､

要はを行った特定葡道庁爪知事は､新型インフルエンザ等のまん延防止等の

ために特に必要があると望める4台に限り.滝牧の使用の制限等を指示する

ことができることとされている｡(ただし､指示に基づく行為を行わなくとも_

特措法上のfq別はなし)

○ なお.特定勧道府県知事は､同条第4項に基づき.要杵 ･指示を行ったと

きは.その旨を公表することとされている.

① 期間 ･区域の考え方について

○ 不要不急の外出自粛等の要捕及び施設の使用制限等の要捕等は一休として

i王用されるべきものとして想定したものである｡

○ このため-施投の使用制限等の要輔等の棚rVI及び区域の考え方は-不葉不

急の外出自書等の要練の期rtn及び区域の考え方と同様であることが求められ

る｡

② 対象施牧について <P>一厘亘司



顔料5-5l たたき台

9 3 在留邦人への対応

(9 4@榊 会J好 jrP3mZFjFAのfjeg善.∫/_一件n)

○ 海外で新型インフルエンザが発生した4合には､在留邦人保ZIのため以下

のけtlを実施することが求められる.この過程で､必手に応じて諸外EZ)とta

力する必要がある｡

(9 什報収Jt.捷供

･ 在外公館を通じた関係Eg当局･現地在官邦人のネットワーク等からのfI報

収生

WHO等の国際的ネットワークを通じた什報収暮(発生状況､現地医*体制.

主要Flの動向等)

･ 収JEしたif手引こついて､在留邦人との連結協稚会.ホームページ.メー

ルサービス等を通じた在留邦人へ什粕捷供 (食稚傭書の勧奨等)

･ 状況に応じて r感染症危険什報｣(※)発出

(在留邦人に対し.自宅待横や安全な地切への退避などを含めた適切な安全

対策を帥ずるよう注意喚起)

※ 感染症危険i*報については,WHO及び在外公館からの報告に基づいて発

出を扶育寸する.また､これらの付紐については.Jf生労伽省等とも共有す

る｡

② 帰国を希望する在外邦人への付回支控

･ 在留邦人への定期便のiZ行f*相_帰国に際して検疫が強化されていること

のf*報捷供 (関係各国と連携)

･ 増便が必要なqL合の航空会社への依頼 【EZl土交通省と協力】

･ 定期航空便等の運行停止後は.tlちI=チャーターt土手E等の代替的帰国手

段の検討

③在留邦人惑染舌への対応

･ 現地医療機関との連携 (現地匡dE捷即の処方壬を踏まえ.現地制度に則し

た対応)

･ 現地医dE礁蛸が故能しない事の朱急 ･特例的な状況に*え,緊急支援 ･供

与用として-在外公Aflこ､抗インフルエンザウイルス兼をdt事 (注t)

9 4 発生国からの航空横 .船舶事の3統制取手f*書

(84Lg榊 jrn4きよ/=伏庇J

O PF生労七大Eは.特措法第29条に基づくtA疫のための停留施設の使用の措

tLをytじても停留を行うことが書しく匹刑で.新型インフルエンザ等の病原

体がJZ)内に侵入することを防止できないおそれがあるときは､関係省庁 (国

土交通省.外務省)とtBiLの上.政府対東本舶Aに報告する｡政府対策本部

長は､国民の生命及び健康に対する書しく工大な漉書の発生並びに四民生活

及び国民経済の;E乱を回避するため緊急の必事があると認めるときは､発生

亘における地甥封じ込めの状況､WHOによる発生El又はその地域への運航白木

tb告がなされた4台や他国におけるSZ航自書fPF事の状況書を牲まえ.国際

的な連携を確保しつつ､航空会社やJB舶会社に対し､先生地域から来航又は

発航する航空横 ･旅客船の運航自書事を手打することが求められる.

9 5 EEI内発生初期における現地対応

(54虐7秀樹 朋 5&LljFJIの._-jPtぎ&/=紺 )

○ 新型インフルエンザ等がF]内で初めて発生した蛾合であって､発生初期の

段階における明査支援のため必要があると旺めるときは.政府対衰本部長は､

当該都道府県に新型インフルエンザ事現地対策本部 (r政府現地対策本部｣)

を奴tlすることが求められる｡この叫合において､政府現地対策本部は,都

道府県が行う新型インフルエンザ等の発生の状況､th向及び原因の明重の支

捷並びに政府対策本部及び都辻府県対米本部の什佃発情のtq盤を行うことと

する｡なお.棟数の地域で同時多発的に発生した牧舎(=は.当放地域の都道

府県の岬重力を勘案し･.投tg所を遭定する必事がある｡

○ 政府現地対策本部の構成は.寺門的な疫学tI王事の知見を有する城見 (Jt

生労tb省の蓮当鞍鼻 (国立感染症研究所tAを含む)),内閣官房*Aとし.

必要に応 じ基本的対処方針書格間垂A会の香Aの一部又は同委A会の推jiを

受けた寺FJl菜も派遣する必事がある.

I坤■9月のJLH行btrFに-おいて.dl氏の15%にけち十もLtTJltKとしてJAイン7JLrエンすクイ ･̂スJEt+暮すると
AL走されていることに斗じて.EJr+hrの古いEEl･JEtのa:rA人atftJI相 の15*にあたる約24万人分のタ
ミ7̂ ･qttJF計み.



○ 政府現地対策本伽と8道府県対策本部が二元的なものとなってはいけない

ので.現地のホ江府牡対策本部をサポー トするという姿勢で取り組む必要が

あると考えられる.

o 政府現地対策本鰍 ま､発生した新型インフルエンザ等の特性に係る什報が､

ある桂皮蓄耕された投降で廃止するものと考えられる｡
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r中間職LJまとめ｣ 政令等の制定
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社会機能

分科会

検討事項

医療分科会
検討事項

政令等事項
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行動計画等

記載事項

政令等事項

行動計画等
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●特措法により新た

に導入される制度､
対康等

行

○有識者会議等において特措法により
新たに導入される制度.対策等を検討｡

⇒中間取Uまとめ

○検討結果は､

①政令等の制定､

②政府行動計画等の作成
に反映｡

有邑読者会謙(第5回)

参考資料

政 府 行 動計画等の作成

●特措法により新た

に専入される制度､
対策等

●現行の行動計画等

の対策等

(特 措 法 に よ る 変更
等 を 要 し な い も の )
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